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公務に起因する疾病の範囲についての一部改正について（通知） 

 

今般、公務に起因する疾病の範囲について（平成 2年 3月 14日消基発第 119号）の一部を下

記のとおり改正したので通知します。 

記 

1 改正概要 

他の災害補償制度の改正に伴い、対象疾病に 3,3'－ジクロロ－4,4'－ジアミノジフェニ

ルメタンによる尿路系腫瘍を追加したこと。並びに所要の語句の整理を行ったこと。 

2 詳細 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄

に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるそ

の標記部分に二重下線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、改正前欄に掲げる対象

規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこ

れに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改正後 改正前 

別紙 

公務に起因する疾病の範囲 

三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業

務に従事したため生じた次に掲げる疾病及

びこれらに付随する疾病 

③ チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩

機等の身体に振動を与える機械器具を使

用する業務に従事したため生じた手指、前

腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障

害又は運動器障害 

別紙 

公務に起因する疾病の範囲 

三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業

務に従事したため生じた次に掲げる疾病及

びこれらに付随する疾病 

③ チェンソー、ブッシュクリーナー、さく

岩機等の身体に振動を与える機械器具を

使用する業務に従事したため生じた手指、

前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経

障害又は運動器障害 

様 



 

四 化学物質等にさらされる業務に従事した

ため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付

随する疾病 

③ すす、鉱物油、漆、テレビン油、タール、

セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさら

される業務に従事したため生じた皮膚疾

患 

七 がん原性物質又はがん原性因子にさらさ

れる業務に従事したため生じた次に掲げる

疾病及びこれらに付随する疾病 

① ベンジジンにさらされる業務に従事し

たため生じた尿路系腫瘍 

② ベータ－ナフチルアミンにさらされる

業務に従事したため生じた尿路系腫瘍 

 

③ 4－アミノジフェニルにさらされる業務

に従事したため生じた尿路系腫瘍 

④ 4－ニトロジフェニルにさらされる業務

に従事したため生じた尿路系腫瘍 

⑪ 3,3'－ジクロロ－4,4'－ジアミノジフ

ェニルメタンにさらされる業務に従事し

たため生じた尿路系腫瘍 

⑫～⑯ （略） 

⑰ ①から⑯までに掲げるもののほか、がん

原性物質又はがん原性因子にさらされる

業務に従事したため生じたことの明らか

な疾病 

（注）二から九までに掲げる疾病の取扱いにつ

いては、次によるものとする。 

① 二から九まで（二の⑬、三の⑤、四の⑨、

六の⑤及び七の⑰を除く。）に掲げる疾病

は、当該疾病に係る当該各号の業務に伴う

有害作用の程度が当該疾病を発症させる

原因になるのに足るものであり、かつ、当

該疾病が医学経験則上当該原因によって

生ずる疾病に特有な症状を呈した場合は、

特に反証のない限り公務上のものとして

取り扱うものとする。 

四 化学物質等にさらされる業務に従事した

ため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付

随する疾病 

③ すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タ

ール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等

にさらされる業務に従事したため生じた

皮膚疾患 

七 がん原性物質又はがん原性因子にさらさ

れる業務に従事したため生じた次に掲げる

疾病及びこれらに付随する疾病 

① ベンジジンにさらされる業務に従事し

たため生じた尿路系しゅよう 

② ベータ－ナフチルアミンにさらされる

業務に従事したため生じた尿路系しゅよ

う 

③ 4－アミノジフェニルにさらされる業務

に従事したため生じた尿路系しゅよう 

④ 4－ニトロジフェニルにさらされる業務

に従事したため生じた尿路系しゅよう 

 

 

 

⑪～⑮ （略） 

⑯ ①から⑮までに掲げるもののほか、がん

原性物質又はがん原性因子にさらされる

業務に従事したため生じたことの明らか

な疾病 

（注）二から九までに掲げる疾病の取扱いにつ

いては、次によるものとする。 

① 二から九まで（二の⑬、三の⑤、四の⑨、

六の⑤及び七の⑯を除く。）に掲げる疾病

は、当該疾病に係る当該各号の業務に伴う

有害作用の程度が当該疾病を発症させる

原因になるのに足るものであり、かつ、当

該疾病が医学経験則上当該原因によって

生ずる疾病に特有な症状を呈した場合は、

特に反証のない限り公務上のものとして

取り扱うものとする。 

 


